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まとめ資料（第 4条：地震による損傷の防止）抜粋版 

 

 

 

 

添付 2 設置許可申請書の添付書類における記載（安全設計） 

 

添付書類八 

 

1. 安全設計の考え方 

 

1.3 耐震設計 

1.3.4 荷重の組合せと許容限界 

1.3.4.5 設計における留意事項 

耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、そ

の安全機能を損なわないことを確認する。 

波及的影響を考慮すべき施設の検討に当たっては、高速実験炉原子炉施設の敷地内に設置

されているＢクラス及びＣクラス等の建物・構築物、機器・配管系及び関連施設のＳクラス

施設との設置位置関係を俯瞰した調査・検討を行う。当該調査・検討には、少なくとも、「実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈別記 2」

に記載の以下の項目について、耐震重要施設への影響がないことを確認することを考慮する。

なお、波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適

用する。 

（ⅰ）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

（ⅱ）耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

（ⅲ）建物内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設

への影響 

（ⅳ）建物外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設

への影響 
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